
（平成２２年８月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 43 件

国民年金関係 18 件

厚生年金関係 25 件

年金記録確認新潟地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



新潟国民年金 事案 1095 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年２月、同年３月及び 58 年６月から

59 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 54年１月から 56年３月まで 

             ② 昭和 58年６月から 59年３月まで 

             ③ 昭和 59年６月から 60年９月まで 

             ④ 昭和 61年４月から 62年１月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できなかったとの回答を受

け取った。 

申立期間①については、昭和 56 年２月の婚姻後、義父が私の国民年金の

加入手続及び保険料納付を行ってくれた。義父から「何十万円払った。」と

聞き、申し訳なく思った記憶がある。 

申立期間②、③及び④については、私自身が納付書によりＡ市役所Ｂ地区

事務所（現在は、Ａ市Ｃ区役所Ｄ出張所）又は金融機関において保険料を納

付していたので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号は、オンライン記録

により、昭和 56年８月ごろに払い出されたものと推認でき、この時点では、

54 年１月から同年６月までの期間は時効により保険料を納付することがで

きない。 

また、申立期間①の保険料を納付したとする申立人の義父は、既に亡くな

っており、具体的な納付状況等が不明である上、時効前の期間に係る保険料

をまとめて過年度納付した場合の保険料額は、申立人がその義父から聞いた



とする納付金額と大きく相違している。 

しかしながら、申立人が所持する昭和 56 年の「給与所得の源泉徴収票」

の内容を転記したメモには、国民年金に係る社会保険料控除額として、申立

期間①の一部を含む同年２月から 57 年１月までの保険料合計額に相当する

金額の記載が確認できる。 

また、申立人の夫、義父及び義母は、国民年金加入期間の保険料をすべて

納付しており、納付意識が高かったものと認められることから、納付意識の

高い申立人の義父が、申立期間①のうち、婚姻後の昭和 56 年２月及び同年

３月の申立人の保険料を過年度納付したと考えても不自然ではない。 

 

２ 申立期間②について、申立人が所持する昭和 58 年の「給与所得の源泉徴

収票」には、国民年金に係る社会保険料控除額として、申立期間②の一部を

含む同年２月から 59 年１月までの保険料合計額に相当する金額の記載が確

認できる。 

また、申立人の申立期間②直後の期間の保険料は納付済みであること、及

び申立期間②前後の申立人の生活状況に大きな変化は見受けられないこと

を考慮すると、申立人が申立期間②の保険料を納付したと考えても不自然で

はない。 

 

３ 申立期間③及び④について、申立人は、「当時、夫は口座振替で保険料を

納付していたが、自分は納付書を持って市役所又は金融機関において保険料

を納付していた。」としており、申立人及びその夫に係る保険料の納付方法

が相違する上、納付状況に関する申立人の記憶も曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間③及び④の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年２月、同年３月及び 58 年６月から 59 年３月までの期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



新潟国民年金 事案 1106 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58年 10 月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 58年 12 月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できなかったとの回答を受

け取った。 

母が私の国民年金加入手続及び保険料納付を行ってくれたはずなので、申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身の国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、

申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその母は既に亡

くなっているため、具体的な納付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、オンライン記録により、昭和 61

年＊月ごろに払い出されたものと推認でき、この時点では、申立期間の大部分

は時効により保険料を納付することができない。 

しかしながら、オンライン記録により、申立期間直後の昭和 59 年１月から

60年３月までの保険料が過年度納付されたことが確認できる上、同年４月から

厚生年金保険の適用事業所に勤める平成２年８月までの保険料もすべて納付

済みである。 

また、申立人の保険料を納付したとするその母は、申立期間を含む国民年金

加入期間の保険料をすべて納付しており、納付意識が高かったものと認められ

ることから、納付意識の高い申立人の母が、申立人の国民年金手帳記号番号の

払出し時点において、申立期間のうち、時効前の昭和 58 年 10 月から同年 12

月までの保険料を過年度納付したと考えても不自然ではない。 



その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 58 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



新潟国民年金 事案 1107 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51年４月から同年６月までの期間及び 57

年 10月から 58年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 48年３月まで 

                          ② 昭和 51年４月から同年６月まで 

                          ③ 昭和 57年 10月から 58年３月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できないとの回答を受け取

った。 

    すべての申立期間の国民年金保険料は祖父が捻出し、母が納付してくれた

はずであるので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②は３か月と短期間である上、申立期間②の前後の期間の保険料

は、特殊台帳及びＡ市役所作成の国民年金被保険者名簿により、現年度納付

されていることが確認できることから、申立人の母が申立期間②の保険料を

納付していたものと考えるのが自然である。 

 

２ 申立期間③については、その直後の昭和 58 年４月から同年９月までの保

険料を 59年９月 18日に過年度納付していることがＡ市役所作成の国民年金

被保険者名簿から確認でき、この時点では、申立期間③の保険料は過年度納

付が可能であったことから、申立人の母が申立期間③の保険料を納付してい

たとしても不自然ではない。 

 

３ 申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金受付処



理簿により、昭和 48年４月 30日にその弟と連番で払い出されたことが確認

でき、この時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付すること

ができない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておら

ず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその母は、

「Ｂ地在住時は、国民年金保険料を納付した記憶は無い。」としている上、

Ｃ地在住時に同居していた申立人の義姉は、「私が結婚した昭和 42年ごろは、

Ｄ家では、誰も国民年金保険料を納付していなかったと思う。」としており、

事実、申立人の申立期間当時、同居していた家族は国民年金に加入していな

いことから、納付していなかったものと考えられる。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点においては、

過年度納付及び特例納付により申立期間の保険料をさかのぼって納付する

ことは可能であったものの、保険料を納付していたとするその母は、「保険

料をさかのぼって納付した記憶は無い。」としていることから、過年度納付

及び特例納付により納付したとは考え難い。 

加えて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、

申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）

は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

申立期間②及び③の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



新潟厚生年金 事案 1044 

 
第１ 委員会の結論 
   申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額（22 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立期間②に係る標準報酬月額の記録を 22 万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立期間②の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（上記訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 
第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年 10月 31日から同年 12月まで 

             ② 平成２年５月１日から同年７月１日まで 

             ③ 平成 10年 12月 10日から 11年１月１日まで 
    「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間のうち申立期間①、及びＣ社に勤務した期間のう

ち申立期間③がいずれも、厚生年金保険被保険者期間となっていないことが

分かった。 

    私は、給与明細書を保管しており、間違いなく厚生年金保険料が控除され

ているので、年金記録を訂正してほしい。 

    また、Ｄ社に勤務した期間のうち、申立期間②の標準報酬月額が 19 万円

となっているが、給与からは標準報酬月額 22 万円相当の厚生年金保険料が

控除されているので、調査の上、標準報酬月額に係る記録を訂正してほしい。 

 
第３ 委員会の判断の理由 
  １ 申立期間②について、申立人が保管する平成２年５月分及び同年６月分の

給与明細書から、その主張する標準報酬月額（22 万円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明



らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間①について、Ｂ社は、「申立人に係る資料は保存していないため、

申立人がいつまで当社に勤務したかは不明である。」と回答している上、オ

ンライン記録から、申立人がＡ社において、厚生年金保険被保険者資格を喪

失した昭和 53 年 10 月 31 日直後に資格を取得した従業員のうち、連絡先を

確認することができた５人に照会したがいずれも、「申立人のことは知らな

い。」と証言していることから、申立期間①における申立人の勤務実態は確

認できない。 

    また、申立人が所持するＢ社に係る雇用保険被保険者離職票の「離職年月

日」欄には、昭和 53 年 10 月 30 日と記載されていることが確認でき、これ

は申立人に係る同社における雇用保険の記録と一致する。 

        さらに、申立人は、Ａ社における給与支払明細書のうち、昭和 52 年３月

分から同年９月分までのもの、及び同年 11月分から 53 年 11 月分までのも

のを保管しているところ、当該期間分の給与支払明細書において、給与から

厚生年金保険料が控除されていることが確認できることから、明細書の保管

が無い52年10月分についても、保険料が控除されていたことがうかがわれ、

申立人は、同社勤務期間中、21 か月分の厚生年金保険料が給与から控除さ

れていることが推認できる一方、オンライン記録から、申立人は同社におい

て、同年３月 10日から 53年 10月 31日まで、厚生年金保険に加入している

ことが確認でき、その被保険者月数は 19か月である。 

    このことについて、Ｂ社は、「資料が無く、給与体系も異なっている上、

当時の担当者も在籍していないため答えることができない。」と回答してい

ることから、申立人の同社勤務期間における厚生年金保険の適用状況につい

て確認することができず、同社は、申立人の給与から、上記被保険者月数よ

り２か月多い 21 か月分の厚生年金保険料を誤って控除したことがうかがえ

る。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①において、Ａ社における厚生年金保険被保険者であった

と認めることはできない。 

 

  ３ 申立期間③について、雇用保険の記録から、申立人のＣ社における離職日

は、平成 10年 12月９日であることが確認できるところ、申立人自身も同日

ごろに退職したとしており、上記離職日は、申立人の同社における厚生年金



保険の資格喪失日の前日と一致していることが確認できる。 

    さらに、申立人が保管する給料明細書（平成 10年 12月分）において、１

か月分の厚生年金保険料が控除されていることが確認できるが、このことに

ついてＣ社は、「厚生年金保険料は当月の給与から控除している。」と回答し

ていることから、事業主は、平成 10年 12月の厚生年金保険料を誤って控除

したことがうかがえる。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間③において、Ｃ社における厚生年金保険被保険者であった

と認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1045 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 35 年 11 月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 35年 11月 21日から 36 年４月 14日まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社で勤務

していた期間のうち、申立期間が、厚生年金保険被保険者期間となっていな

いことが分かった。 

国（厚生労働省）の記録では、Ａ社における資格取得日が昭和 36 年４月

14日となっているが、私は、同社に 35 年 11 月 21日から勤務したと記憶し

ているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人が、Ａ社を退社した後に勤務した、Ｂ団体が保管する申立人に係る

履歴書の記載内容、及び申立人がＡ社に就職した際の詳細な記憶から、申立

人は、昭和 35年 11月 21日から、同社に勤務していたことが推認できる。 

     また、Ａ社の元事業主及び複数の社会保険事務担当者は、同社における従

業員の厚生年金保険への加入方針について、「全員を入社と同時に厚生年金保

険に加入させていた。」と証言しており、当該元事業主は、申立人の申立期間

について、「給与から厚生年金保険料を控除した。」と回答している。 

さらに、申立人が自分と同じ事務の仕事をしていたとして氏名を挙げる従

業員４人はいずれも、その証言内容から、Ａ社への入社と同時に厚生年金保

険に加入していることが推認できる上、同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿から、申立期間及びその前後に、同社において厚生年金保険被保



険者資格を取得していることが確認できる従業員６人のうち５人は、「Ａ社へ

の入社時期と同社における厚生年金保険の加入時期は一致している。」と証言

している。 

     加えて、オンライン記録から、申立人は、昭和 36 年４月 14 日に、Ａ社に

おいて、厚生年金保険に加入していることが確認できるところ、申立人と同

じ事務の仕事をしていた従業員二人の証言から、申立人の申立期間と厚生年

金保険被保険者期間との間で、申立人の業務内容や雇用形態等に変化は無い

ことが推認できる。 

     これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

     また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 36年

４月の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の記録から、6,000円とす

ることが妥当である。 

     なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

     また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



新潟厚生年金 事案 1046 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は、昭和 19 年５

月 24日であり、資格喪失日は、20年５月３日であったと認められることから、

申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、40円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 17年２月から 20年４月 29 日まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が、

厚生年金保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

申立期間中は、Ｂ地方に所在するＡ社に勤務していたが、当時の同僚は、

同社で厚生年金保険に加入しているようなので、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、申立人が同社

に勤務していた当時の同僚として氏名を挙げた人物が、厚生年金保険に加入

していることが確認できる上、その同僚も申立人を記憶していることから、

申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

   また、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、氏名及

び生年月日が申立人の旧姓名及び生年月日と同一である者が、昭和 19 年５

月 24日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、20年５月３日に資格を喪失

していることが確認できる。 

   さらに、上記被保険者記録を管理する厚生年金保険被保険者台帳記号番号

は、基礎年金番号に統合されておらず、現在、当該被保険者記録は該当者が

いない記録となっている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 19年５月 24日に被保険者資

格を取得した旨の届出及び 20 年５月３日に被保険者資格を喪失した旨の届



出を事業主が社会保険事務所（当時）に行ったことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 19

年５月の健康保険労働者年金保険被保険者名簿の記録から、40 円とするこ

とが妥当である。 

 

２ 申立期間のうち、昭和 17年２月から 19年５月 24日までの期間について、

事業所整理記号索引簿によると、Ａ社は 18年４月 13日に厚生年金保険の適

用事業所になっており、同年４月 12 日以前の期間については適用事業所で

ないことが確認できる。 
   また、Ａ社は既に厚生年金保険適用事業所ではなくなっており、当時の事

業主の所在も不明である上、上記同僚からは申立人の勤務期間について具体

的な証言は得られないことから、申立期間のうち、昭和 17 年２月から 19

年５月 24 日までの期間について、申立人が同社で勤務していたことが確認

できない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 17 年２月か

ら19年５月24日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1047 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の算定の基礎となる標準賞与とならない記録とされて

いるが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期

間①の標準賞与額に係る記録を 27万円、申立期間②を 24万円、申立期間③を

26万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 55年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ①  平成 18年 12月 23日 

             ②  平成 19年８月 12日 

             ③  平成 19年 12月 23日 

    「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、平成 18 年

12月、19年８月及び同年 12月の賞与に係る記録が無いことが分かった。 

    事業主は、賞与支払届の提出を忘れていたことを認めているので、標準賞

与額に係る記録を訂正してほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間の標準賞与額の記録の訂正を申し立てているが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準賞与額

を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞ

れに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、申立人が所持する賞与支払明

細書に記載された申立人に係る賞与額から、申立期間①は 27 万円、申立期間



②は 24 万円とし、申立期間③については、当該明細書に記載された申立人に

係る厚生年金保険料控除額から、26万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期

間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険

事務所（当時）は、いずれの申立期間についても、当該標準賞与額に基づく厚

生年金保険料についての納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①、

②及び③に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



新潟厚生年金 事案 1063 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を昭和 62 年６月 26 日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を 15 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 62年５月 26日から同年６月 26日まで 

② 昭和 55年 11月から 62年５月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間①が厚生年金保険被保険者期間となっていない

ことが分かった。 

雇用保険被保険者離職票の離職年月日は、昭和 62 年６月 25 日となって

いるので、申立期間①を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

また、その後に、「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したと

ころ、申立期間②の標準報酬月額が、実際に受け取っていた給与額よりも低

い額となっていることが分かった。 

申立期間②当時は、Ａ社からＢ施設に派遣されて電気工事に従事し、給

与額は 20万円から 30万円であったことは間違いないので、標準報酬月額を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人から提出された雇用保険被保険者離職票の記

録から、申立人が当該期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、当時の社会保険事務担当者は、「毎月 20日の給与締め切り後、同月

内に退職する者について、保険料を控除し、本人にその保険料を返還してい

なかったかもしれない。申立人が退職した月の給与から厚生年金保険料を控



除しなかったとは断言できない。」と証言しているところ、申立人と同様に、

Ａ社からＢ施設に派遣されて電気工事に従事し、退職日が昭和 57年２月 20

日である同僚から提出された同年２月分の給与明細書から、厚生年金保険料

が控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

62年４月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、15万円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、「申立期間②当時の給与額は 20万円から

30 万円であった。」と主張しているところ、Ａ社の元事業主は、「当社から

Ｂ施設に派遣し、電気工事に従事した申立人を含む社員４人の給与は、基本

給プラス出来高給であったが、社員の給与手取り額が減らないように、基本

給 15 万円を報酬月額として社会保険事務所に届け出て、給与からは、同額

に基づく保険料を控除していた。なお、当該社員４人を全員同じ取扱いにし

ていた。」と証言しており、同社が加入するＣ厚生年金基金から提出された

申立人に係る加入員台帳異動記録においても、申立期間②中の標準報酬月額

は 15万円であることが確認できる。 

また、上記４人のうち１人から提出された給与明細書のすべてにおいて、

標準報酬月額 15 万円に基づく厚生年金保険料が、給与から控除されている

ことが確認できることから、申立人も同様に、申立期間②中は、15 万円に

基づく厚生年金保険料が給与から控除されていたことがうかがえる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1064 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人は、当該期間の船員保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資

格取得日に係る記録を昭和 20年 10月 12日、資格喪失日に係る記録を同年 12

月 20日とし、当該期間の標準報酬月額を 120円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

申立期間②について、申立人は、当該期間の船員保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資

格取得日に係る記録を昭和 21 年６月 16 日、資格喪失日に係る記録を同年 12

月４日とし、当該期間のうち 21年６月から同年９月までの標準報酬月額を 270

円、同年 10月及び同年 11月を 420円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 20年 10月 12日から同年 12月 20日まで 

             ② 昭和 21年６月 16日から同年 12月４日まで 

年金記録問題が話題となり、社会保険事務所（当時）で自分の年金記録を

調べてもらったところ、申立期間①及び②が船員保険被保険者期間となって

いないことが分かった。 

船員手帳には、申立期間①及び②における乗船記録が記載されているので、

申立期間を船員保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する船員手帳によると、申立人は、いずれの申立期間において

も、Ｂ社（現在は、Ｃ社）を船舶所有者とするＤ丸に、機関員として乗船して

いたことが確認できる。 

   また、オンライン記録から、上記船員手帳において、申立人がＢ社を船舶所



有者とする船舶に乗船している期間は、Ｄ丸に乗船していた申立期間①及び②

を除いて、いずれの期間も船員保険の被保険者となっていることが確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②に乗船していたＢ社を船舶所有者とする

Ｄ丸について、社会保険庁年金保険部業務第二課（当時）が発行した「戦時加

算該当船舶名簿」において、船舶所有者名が「Ｅ」であるＤ丸の備考欄に「○運 」

という記号が記載されていることが確認できるが、当該記号について、日本年

金機構Ｆ年金事務所は、「Ａ事業所という意味である。」と回答していることか

ら、当該船舶は、同社が船舶所有者であるものの、当時、Ａ事業所に管理され

ていた船舶であり、船員保険関係業務はＡ事業所が行っていたことが推認でき

る。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②において、Ａ事

業所における船員保険の被保険者として、当該期間に係る船員保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する船員手帳の記

載から、申立期間①は 120 円、申立期間②のうち、昭和 21 年６月から同年９

月までは 270円、同年 10月及び同年 11月は 420円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合

には、その後に被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、

資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係

る記録の処理を誤ったとは考え難いことから、事業主から被保険者資格の取得

及び喪失に係る届出が行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る申立期間①及び②の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



新潟厚生年金 事案 1065 

 
第１ 委員会の結論 
   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を５万円とすることが必要である。 
   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 
 
第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏    名 ： 女 
    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年４月 27日 
    「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社から支

給された、平成 19年４月分賞与の記録が無いことが分かった。 

    私は、当時の賞与明細書を保管しており、間違いなく厚生年金保険料が控

除されているので、申立期間の標準賞与額を訂正してほしい。 
 
第３ 委員会の判断の理由 
   申立人が所持する平成 19 年４月分賞与明細書により、申立人は、申立期間

において、標準賞与額５万円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていることが認められる。 
   なお、事業主が当該賞与額に基づく保険料を納付する義務を履行したか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 
   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの当該賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 



新潟国民年金 事案 1096 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年９月から同年 11 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成２年９月から同年 11月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

未加入とされていた。改めて、国民年金保険料の納付記録を照会したところ、

申立期間の国民年金加入記録が確認できなかったとの回答を受け取った。 

私は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料納付の記憶がはっき

りとあるわけではないが、持病があり通院しなければならないことから、平

成２年９月にＡ商店を退職した後、Ｂ市役所（現在は、Ｃ市Ｄ区役所）にお

いて国民健康保険の加入手続を行い、その際、国民年金の加入手続も行い、

保険料は送られてきた納付書により金融機関において納めたはずである。 

申立期間以外の国民年金加入期間はすべて納付済みとなっており、申立期

間が未加入期間とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、持病があり通院をしなければならないことから、申立期間に係る

国民健康保険の加入手続を行い、併せて国民年金の加入手続も行ったとしてい

るが、実際のところ、その記憶は明確でないとしている。 

また、申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記録（１）」欄には、申立

期間に係る被保険者記録の記載が無い上、申立人は、他の年金手帳を所持して

いた記憶も無いとしている。 

さらに、Ｂ市役所作成の国民年金保険料検認全リスト及び検認票には、申立

期間に係る納付記録が確認できない。 

加えて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申

立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は



無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1097 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 17 年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成 17年４月 

「ねんきん定期便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できなかったとの回答を受

け取った。 

私は、平成 17 年２月に会社を辞め、同年５月にＡ市からＢ市に転居し、

別の会社に再就職したが、年金の手続に詳しい私の妻は、Ｂ市役所において

国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の申立期間の保険料を郵便局又は銀

行において一緒に納付したはずである。 

申立期間は、私の妻の保険料は納付済みとなっており、私の保険料のみが

未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料をＢ駅周辺の郵便局において納付したとしてい

るところ、事実、申立期間におけるその妻の保険料は、株式会社Ｃ銀行の保管

する領収（納付受託）済通知書控により、平成 17年８月 31日にＤ郵便局にお

いて納付されたことが確認できるものの、申立人の領収（納付受託）済通知書

控は確認できない。 

また、申立人及びその妻は、当初、夫婦二人分の保険料を一緒に納付したと

主張していたが、「別々に納付したかもしれない。」と主張を変えるなど保険料

納付に係る記憶が曖昧
あいまい

である。 

さらに、申立人の妻は、「夫の再就職先の会社から発行された平成 17年の源

泉徴収票には、納付した国民年金保険料の金額が計上されていない。」として

いる。 



加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1098 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年８月、54 年７月、同年８月、55 年７月、56 年４月、同

年７月、同年８月、57年３月、58年４月から 59年３月までの期間、同年８月、

60年４月、同年８月及び 61年１月の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 53年８月 

             ② 昭和 54年７月及び同年８月 

             ③ 昭和 55年７月 

             ④ 昭和 56年４月 

             ⑤ 昭和 56年７月及び同年８月 

             ⑥ 昭和 57年３月 

             ⑦ 昭和 58年４月から 59年３月まで 

             ⑧ 昭和 59年８月 

             ⑨ 昭和 60年４月 

             ⑩ 昭和 60年８月 

             ⑪ 昭和 61年１月 

    ｢ねんきん特別便｣が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が未

加入とされていた。改めて国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申

立期間の国民年金加入記録が確認できないとの回答を受け取った。 

私の国民年金の加入手続は、昭和 53 年８月ごろにＡ市役所において母が

行った。保険料の納付方法については、既に母が亡くなっているために不明

であるが、生前、母から、「勤務と勤務との無職の期間に、国民年金保険料

を納付していた。」と聞いていたので、申立期間が未加入とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申



立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとするその母は、既

に亡くなっているため、加入状況及び納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳番号総括払出簿によ

り昭和 61 年３月１日以降に払い出されたことが確認でき、申立人が所持する

年金手帳の「国民年金の記録（１）」欄には、被保険者となった日が「昭和 61

年３月 31 日」と記載されている上、Ａ市役所作成の国民年金被保険者名簿に

おいても、同年３月 31 日を資格取得日として強制加入したことが確認できる

ことから、申立期間は未加入期間であり、納付書が発行されず保険料を納付す

ることはできなかったものと考えられる。 

   さらに、申立期間に係る国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検

索によっても、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当

たらない上、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1099 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年８月から平成元年 10 月までの期間、５年 11 月、６年３

月、同年７月、同年９月及び７年３月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 59年８月から平成元年 10月まで 

             ② 平成５年 11月 

             ③ 平成６年３月 

             ④ 平成６年７月 

             ⑤ 平成６年９月 

             ⑥ 平成７年３月 

「ねんきん定期便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付

記録を照会したところ、申立期間①は国民年金に未加入であり、申立期間

②から⑥までは保険料の納付事実が確認できなかったとの回答を受け取っ

た。 

国民年金の加入手続は、昭和 59年８月ごろ、妻がＡ市役所において行い、

母又は妻が家族４人分の保険料をＡ市の集金人に毎月納付していた。 

申立期間①は、一緒に納付していた両親及び妻が納付済みであり、申立期

間②から⑥までは、両親が納付済みとなっていることから、私の申立期間①

が未加入とされ、申立期間②から⑥までが未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号は、オンライン記録

により、平成元年 11月１日を資格取得日として同年 11月ごろに払い出され

たものと推認できる。 

また、申立人が所持する年金手帳及びＡ市役所作成の国民年金被保険者名

簿には、国民年金の資格取得日が平成元年 11 月１日と記載されている上、



申立人及びその妻は、他に国民年金手帳記号番号が記載された年金手帳を見

た記憶が無いとしている。 

さらに、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号が払い出された形跡は見当らないことから、

平成元年 11 月ごろに国民年金の加入手続を行った際、遡及
そきゅう

して国民年金の

資格取得日を厚生年金保険の被保険者資格を喪失した昭和 59 年８月としな

かったものと推認でき、申立期間①は国民年金の未加入期間であることから、

納付書が発行されたものとは考え難い。 

   

２ 申立期間②から⑥までについて、申立人及びその妻の申立期間②から⑥の

期間を含む平成５年 11 月から７年３月までの期間の保険料は、オンライン

記録により、未納であったものの、納付済期間については、過年度納付が行

われたことが確認できる。 

また、申立人及びその妻の上記納付済期間の保険料は、オンライン記録に

より、平成８年１月 23 日以降、おおむね毎月、一か月分ずつ過年度納付さ

れたことが確認できる一方、申立人の両親の５年 11 月から７年３月までの

保険料は、オンライン記録により現年度納付されたことが確認できることか

ら、申立人及びその妻と申立人の両親は、保険料を別々に納付していたもの

と考えられる。 

  さらに、申立人及びその妻の上記納付済期間の保険料は、オンライン記録

により、時効により保険料を納付できなくなる直前に納付されたことが確認

できる上、申立人の保険料を納付したとするその妻も申立期間②から⑥まで

の期間の保険料が未納となっている。 

 

３ 申立期間①から⑥までの保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



新潟国民年金 事案 1100 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年３月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 63年３月から同年６月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

未加入とされていた。改めて、国民年金保険料の納付記録を照会したところ、

申立期間の国民年金加入記録が確認できなかったとの回答を受け取った。 
私は、昭和 62年４月から平成４年３月までの間、公立学校の臨時職員と

して毎年、繰り返し期間雇用され、雇用期間中は厚生年金保険に加入してい

たが、雇用期間が終了すると国民年金に加入し保険料をいつも払っていた。

申立期間については、父が私の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付し

てくれたはずであり、申立期間が未加入期間とされていることに納得がいか

ない。 
 
第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、申立

人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその両親は、既に亡く

なっているため、具体的な納付状況等が不明である。 

また、申立人は、「父から保険料の納付状況について何も聞いておらず、申

立期間当時、自身の年金手帳を見た記憶も無い。」としている。 

さらに、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申

立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は

無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1101 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年 12 月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 54年 12月から 58年３月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

未加入とされていた。改めて、国民年金保険料の納付記録を照会したところ、

申立期間の国民年金加入記録が確認できなかったとの回答を受け取った。 

    私は、昭和 54年＊月に 20歳になったことから、母に国民年金の加入を勧

められ、私は母と一緒に最寄りのＡ市役所Ｂ出張所に出向き、国民年金の加

入手続を行い、その際、年金手帳を交付された。 

    私は、当時、大学生で保険料を納付できなかったので、私の親が保険料を

納付してくれた。このため、申立期間が未加入期間とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54年＊月に 20歳になったのを契機として、その母と一緒に

最寄りのＡ市役所Ｂ出張所に出向き、国民年金の加入手続を行ったとしている

が、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により

59年１月 27日に払い出されたことが確認できる上、申立人が所持する年金手

帳には、国民年金の「初めて被保険者となった日」が 58 年 12 月 29 日と記載

されていることから、申立期間は未加入期間であり、納付書が発行されず保険

料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人は、「これまで、国民年金への加入に伴い交付された年金手帳

が１冊、厚生年金保険の適用事業所への就職に伴い交付された年金手帳が１冊、

計２冊の年金手帳を交付されたが、婚姻のためＣ市に転居した後、当該２冊の

年金手帳を１冊にまとめてもらった。」としているが、申立人が現在所持する

年金手帳には、国民年金手帳記号番号の横に当時の申立人の住所地を管轄する



Ｄ社会保険事務所（当時）のゴム印が押されていること、及び厚生年金保険手

帳記号番号の横に、本来であれば適用事業所の所在地を管轄するＥ社会保険事

務所（当時）のゴム印が押されるところ、Ｆ社会保険事務所（当時）のゴム印

が押されていることを考慮すると、行政側は、申立人が現在所持する年金手帳

（国民年金の加入に伴い交付されたもの）に厚生年金保険手帳記号番号を転記

し、厚生年金保険の加入に伴い交付した年金手帳を回収したものと推認でき、

申立人の国民年金の加入記録が失われたものとは考え難い。 

   さらに、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申

立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は

無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1102 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年４月から 53年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 53年２月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

未加入とされていた。改めて、国民年金保険料の納付記録を照会したところ、

申立期間に係る国民年金の加入記録が確認できないとの回答を受け取った。 

     申立期間当時、Ａ専門学校に１年間在籍していたが、そのころに両親が国

民年金の加入手続を行ってくれたと思う。 

両親が保険料を納付してくれていたはずなので、申立期間が国民年金に未

加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その両親が、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の保

険料を納付したと主張するところ、戸籍の改製原附票により、Ａ専門学校の在

学期間においては、Ｂ市に住所を定めていたことが確認できることから、Ｃ村

役場（現在は、Ｄ市役所Ｅ庁舎）において申立人の国民年金の加入手続及び保

険料納付を行うことができなかったものと考えられる上、申立人自身もＥ市に

おいて、国民年金の加入手続及び保険料納付を行った記憶は無いとしている。 

   また、申立人の母に聴取したところ、「自分が家族の保険料を納付していた

が、息子の国民年金の加入時期は、はっきりと覚えていない。」としている。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金受付処理簿により、昭

和 53年３月 11日を資格取得日として同年４月に払い出されたことが確認でき

る上、Ｃ村役場作成の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録においても、

申立人の資格取得日は同年３月 11 日とされており、申立期間は国民年金未加

入期間であることから、納付書が発行されず保険料を納付することができなか

ったものと考えられる。 



    加えて、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たら

ない上、保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は

無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1103（事案 565の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 50年３月まで 

       前回の申立てでは、私が特例納付をしたＡ市役所旧庁舎裏の別館は、存在

しなかったということで申立内容を認めてもらえなかったが、同市役所の元

職員が、私が特例納付をした別館が存在し、そこに国民年金課が存在したこ

とを証言してくれると言っている。また、その職員によれば、当時、保険料

を横領して解雇された市役所の職員がいたそうである。私の特例納付した保

険料も、その職員に横領されたのかもしれない。 

諦めきれないので再調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 当初の申立てについて、申立人は、特例納付をしたとする市役所旧庁舎裏

のプレハブ庁舎（別館）が存在しなかったために申立内容が認められなかっ

たと主張しているが、申立人が特例納付をしたとする昭和 53 年当時市役所

裏に設置されていたプレハブ庁舎内の国民年金課の窓口では特例納付に係

る保険料の収納事務が行われていなかった上、金融機関の窓口も開設されて

いなかったこと、加えて、申立人は、５回に分けて合計 87 万円を特例納付

したとするが、２回の過年度納付及び２回の特例納付がされていることが確

認できるものの、納付された保険料額は申立人の納付したとする金額とは大

きく乖離
か い り

していることなど、ほかに納付をうかがわせる周辺事情も見当たら

ないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21年２月 19日付け年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 

２ 申立人は、Ａ市役所の元職員から、保険料を横領して解雇された職員がい

たと聞いたことをもって、新たな事実であるとし、自身の保険料もその職員



に横領された疑いがあるとしているが、その元職員は、「そのような噂を聞

いた記憶はあるが、時期も場所も不明である。」としていることから、何ら

かの具体性を持った証言ではない上、Ａ市役所は、「そのような事実は確認

できない。」と回答していることから、これをもって委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の決定を変更すべき

新たな事情は見当たらない。 

 

３ これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



新潟国民年金 事案 1104 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年３月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 47年３月から 53年３月まで 

    所用で社会保険事務所（当時）に行った際、国民年金保険料の納付状況に

ついて、申立期間が未納であると言われ、おかしいと思いながらもそのまま

にしておいた。 

 「ねんきん特別便」が送付されたのを契機として、改めて国民年金保険料

の納付記録を照会したところ、やはり申立期間の納付事実が確認できないと

の回答を受け取った。 

    母は、私が 20 歳になったときに、国民年金の加入手続を行い、私の保険

料を町内商店街組合の集金人に手渡して納付していたと聞いている。 

    両親の保険料は納付されているにもかかわらず、申立期間の保険料が未納

とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申

立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその母は、「集金人

に保険料を納付した記憶はあるものの、それ以外のことは分らない。」として

いるため、加入状況及び納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿によ

り、昭和 53年９月 19日に払い出されたことが確認でき、この時点では、申立

期間の大部分は時効により納付することができない上、申立人は、納付組織を

通じて定期的に納付しており、まとめて納付した記憶は無いとするなど、申立

人の保険料が過年度納付及び特例納付により納付されたとも考え難い。 

さらに、Ａ市役所（現在は、Ｂ市役所）作成の国民年金被保険者名簿の記載

では、「Ｓ47.３～Ｓ53.３未納（確）」と記載されている上、特殊台帳において



も、申立期間は未納の記載が確認でき、記録管理に不備は認められない。 

加えて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申

立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は

無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1105（事案 673の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年９月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 53年９月 

    前回の申立てでは、Ａ町役場作成の国民健康保険被保険者台帳から、昭和

51年 12月にＡ町に転入後、私が初めて国民健康保険に加入したのは平成 15

年であるとのことを主な判断の理由として記録訂正が認められなかった。 

しかし、昭和 52 年に職業訓練校に通っていたころは、妻も通院していた

し、子供がまだ小さく病院によく連れて行った記憶がある。当時は国民健康

保険に加入していたはずであり、新たな資料は無いが訂正不要とされたこと

に納得できず再申立てする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 当初の申立てについては、申立人の会社退職後すぐにＡ町役場において国

民健康保険と国民年金の加入手続を行ったとする主張に対し、Ａ町役場作成

の国民健康保険被保険者台帳により、申立人が昭和 51年 12月にＡ町に転入

後国民健康保険に加入した時期が平成 15 年４月であることを理由として、

既に当委員会の決定に基づく 21年４月 30日付け年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

 

２ 申立人は、昭和 53年９月に会社を退職後、国民年金の再加入手続を行い、

申立期間の保険料を納付したと主張しているが、オンライン記録及びＡ町役

場作成の国民年金被保険者名簿により、申立期間は国民年金の未加入期間で

あることが確認できることから、納付書が発行されず保険料を納付すること

はできなかったものと考えられる。 

また、申立人の妻は、Ａ町役場作成の国民年金被保険者名簿により、昭和

53年４月１日から 59年４月 10日までの期間についても、引き続き国民年金



に任意加入していることが確認できることから、申立人が自らの退職に伴い

申立期間に係る国民年金の再加入手続を行ったとは考え難い。 

 

３ 記録訂正につながる新たな資料の提出は無く、委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



新潟国民年金 事案 1108 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年２月から 56年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 54年２月から 56年９月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

未加入とされていた。改めて国民年金保険料の納付記録を照会したところ、

申立期間の国民年金加入記録が確認できなかったとの回答を受け取った。 

私は、中学校を卒業後、Ａ地方の叔父の経営するそば屋に住み込みで働い

ていた。 

私は、20歳になったころ、自身で国民年金の加入手続を行って申立期間の

保険料を納付した記憶は無いが、叔父が私の国民年金の加入手続を行い、給

与から保険料を天引きし納付してくれたかもしれないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身の国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、

申立人の勤務先の事業主であったその叔父は、「自分たち夫婦二人分の保険料

は、区役所に行って納めた記憶はあるが、従業員の国民年金の加入手続を行い、

給与から天引きして、保険料を納付したことは無かったと思う。」としている。 

また、申立人のいとこであり、申立期間の一部において一緒に働いていた者

は、「当時は、国民年金に加入しておらず、給与から保険料が天引きされるこ

とも無かったと思う。」と証言しており、事実、オンライン記録では、当該い

とこの年金の加入記録が確認できない。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金受付処理簿及びオンラ

イン記録により、昭和 56 年 10月１日を資格取得日として、申立人がそば屋を

辞めて実家に戻った後の同年 11 月ごろに払い出されたものと推認できる上、

申立人の所持する年金手帳においても同年 10 月１日に初めて国民年金の被保

険者となったことが確認でき、申立期間は国民年金の未加入期間であることか



ら、納付書が発行されず保険料を納付することはできなかったものと考えられ

る。 

加えて、氏名検索によっても申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらない上、申立人は他の年金手帳を見た記憶も無いとしてい

る。 

その上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1109 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年３月から 60年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 58年３月から 60年２月まで 

年金記録問題が話題となり、自分自身の年金記録が不安となったため、

国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間の国民年金の加入及

び納付事実が確認できなかったとの回答を受け取った。 

昭和 59 年ごろ、テレビ報道で年金の重要性を知り、翌年の 60 年３月ご

ろにＡ市役所において国民年金の加入手続を行い、窓口の担当者に手書きの

納付書を作成してもらい、夫の銀行預金口座からお金を引き出し、同市役所

において申立期間の保険料を納付したはずである。 

このため、申立期間が未加入期間とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、オンライン記録により、昭和 60 年３月

９日を資格取得日として「任意」の被保険者種別で同年３月ごろに払い出され

たものと推認でき、任意加入の場合は、制度上、保険料をさかのぼって納付す

ることはできない。 

また、申立人は、昭和 60 年３月ごろ、Ａ市役所において国民年金の加入手

続を行い、窓口の担当者に手書きの納付書を作成してもらい、申立期間の保険

料を同市役所において納付したとしているものの、納付金額に関する申立人の

記憶は曖昧
あいまい

である。 

さらに、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申

立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は

無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1110 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年７月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 57年７月から 61年３月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

未加入とされていた。改めて国民年金保険料の納付記録を照会したところ、

申立期間に係る国民年金の加入記録が確認できなかったとの回答を受け取っ

た。 

私は、当時、実家を出てＡ市の大学に通っていたが、新聞やテレビで 20

歳から国民年金に加入しなければならないことを知り、母に相談したところ、

後日、母から「知り合いのＢ社会保険事務所（当時）の職員に相談して、あ

なたの国民年金の加入手続をしてきた。」と報告された。 

申立期間の保険料は、母が納付してくれたはずであり、父も母が亡くなっ

た後に、私の保険料を母が納付していたと思うと言っていた。 

このため、申立期間が国民年金の未加入期間とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身の国民年金の加入手続及び保険料納付について直接関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその母は、

既に亡くなっているため、具体的な保険料の納付状況等が不明である。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、申

立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は確認できず、申立期間は国

民年金の未加入期間であることから、納付書が発行されず保険料を納付するこ

とはできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人の年金手帳に関する記憶は曖昧
あいまい

である上、４年制大学の昼間

部に在籍する学生が国民年金の強制加入被保険者とされたのは、平成３年４月



からであり、申立人は、申立期間当時、強制加入の対象者でなかったことから、

「20 歳から国民年金に加入しなければならないことを知った。」とする申立内

容には不自然な点が見受けられる。 

加えて、申立人がその母から聞いたとするＢ社会保険事務所の職員の氏名に

ついて、厚生労働省は、「申立期間当時、該当する常勤職員は在籍しておらず、

非常勤職員については、資料が無いため確認できない。」と回答している。 

その上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1111 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年５月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 63年５月から平成元年３月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

未加入とされていた。改めて、国民年金保険料の納付記録を照会したところ、

申立期間に係る国民年金の加入記録が確認できなかったとの回答を受け取

った。 

私は、申立期間当時、簿記の資格を取得するため、実家を離れて、Ａ市内

の専門学校に通学していた。このため、父に国民年金、住民税等の手続を依

頼し、保険料も父が納付してくれたはずなので、申立期間が国民年金に未加

入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身の国民年金の加入手続及び保険料納付について直接関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその父は、

既に亡くなっているため、その母に聴取したが、「夫からは何も聞いていない。」

として、加入手続及び保険料納付に関する具体的な証言は得られなかった。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、オンライン記録により、平成元年

４月１日を資格取得日として、同年 10月から同年 11月までの間に払い出され

たものと推認できる上、申立人の所持する年金手帳においても同年４月１日に

初めて国民年金の被保険者となったことが確認でき、申立期間は国民年金の未

加入期間であることから、納付書が発行されず保険料を納付することはできな

かったものと考えられる。 

さらに、氏名検索によっても申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらない上、申立人は他の年金手帳を見た記憶も無いとしてい

る。 



加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1112 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納付  

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成２年４月から同年６月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できなかったとの回答を受

け取った。 

国民年金の加入手続は、会社を辞め厚生年金保険の資格を喪失したときに

行ったと思う。保険料は、納付の案内があれば必ず納付していた。 

このため、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は､Ａ市役所作成の年金番号払出表により、

平成８年４月８日に払い出されたことが確認でき、その時点では、申立期間の

保険料は時効により納付することができない。 

また、申立人は、国民年金の加入時期及び申立期間の保険料納付に関する記

憶が曖昧
あいまい

である上、市役所の窓口において、「未納期間があるが、２年以上経

過しているため納付できないと説明されたことがある。」としている。 

さらに、Ａ市役所作成の年金番号払出表の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申

立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は

無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1113 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年６月から 40 年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 37年６月から 40年 12 月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

未加入とされていた。改めて国民年金保険料の納付記録を照会したところ、

申立期間に係る国民年金の加入記録が確認できなかったとの回答を受け取

った。 

私は、国民年金制度の開始当初から国民年金に加入し、保険料は毎月 100

円ぐらいを町内の集金人に納めていた。 

このため、申立期間が未加入期間とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ社会保険事務所（当時）の回答により、

昭和 35 年 12月 16 日に払い出されたことが確認できるものの、国民年金被保

険者台帳管理簿により、申立人は 37 年６月に被保険者の資格を喪失したこと

が確認でき、申立期間は国民年金の未加入期間であることから、納付書が発行

されず保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

   また、申立人は、申立期間当時の国民年金手帳に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、

申立期間当時、同居していたとするその両親は既に亡くなっているため、申立

人の保険料納付状況について証言を得ることができない。 

さらに、申立人が申立期間当時に勤務していたＢ組合の同僚二人は、申立人

の資格喪失日である昭和 37年６月 20日に公的年金の被保険者資格を取得して

いるが、当該同僚二人も既に亡くなっているため、申立人が国民年金の資格を

喪失した事情等について聴取することができない。 

加えて、氏名検索によっても、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出



された形跡は見当たらない上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1114 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年３月、同年４月及び 48 年７月から 49 年２月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 45年３月及び同年４月 

             ② 昭和 48年７月から 49年２月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できなかったとの回答を受

け取った。 

私は、これまで、厚生年金保険から国民年金への切替手続をきちんと行い、

未納期間が無いよう保険料を納めてきたはずであり、申立期間当時の保険料

の金額は、１か月又は２か月分で 900円ないし 1,300円ぐらいであったと記

憶している。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金受付処理簿及びオンライン記録

により、「任意」の被保険者種別で婚姻後の昭和 49年３月１日前後に払い出さ

れたものと推認できる。 

また、申立人は、申立期間①について、婚姻前に居住していたＡ市において

国民年金の加入手続及び保険料納付を行った明確な記憶が無い上、申立期間①

及び②について、申立人の記憶する納付金額は、国民年金の任意加入当初の保

険料額と符合するものの、任意加入の場合は、制度上、保険料をさかのぼって

納付することはできない。 

さらに、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、保

険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほか

に保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1115 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年３月、同年４月及び平成元年１月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

                     

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 62年３月及び同年４月 

             ② 平成元年１月 

「ねんきん特別便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付   

記録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できなかったとの回答を

受け取った。 

会社を退職後、税金、国民健康保険料、国民年金保険料の納付書が届き、

銀行で保険料を納付したことを記憶しているので、申立期間が未納とされて

いることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、オンライン記録から、平成４年５月ごろ

に払い出されたことが推認でき、この時点では、申立期間の保険料は時効によ

り納付することができない。 

また、申立人は、会社を退職後、送られてきた納付書により国民年金保険料

を納付したとしているが、申立期間の国民年金の資格記録は、平成４年５月 28

日に記録追加処理されていることから、申立期間当時は国民年金の未加入期間

であり、納付書が発行されず保険料を納付することができなかったものと考え

られる。 

さらに、氏名検索によっても申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらない上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟厚生年金 事案 1048 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 30年ごろ 

             ② 昭和 30年から 33年まで 

             ③ 昭和 33年から 36年まで 

             ④ 昭和 36年から 38年まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間①、

②、③及び④が厚生年金保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

申立期間①は、中学校を卒業後、学校の紹介でＡ社に就職し、作業に従事

した。 

また、申立期間②、③及び④は、それぞれＢ事業所、Ｃ事業所、Ｄ事業所

に職種Ｅとして勤務した。 

いずれの事業所においても、勤務中は、厚生年金保険に加入していたと思

うので、調査の上、いずれの申立期間も厚生年金保険被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人と同様に、中学校を卒業後すぐにＡ社で勤務

したとしている従業員二人の証言から、期間は特定できないものの、昭和 29

年４月以降の数か月間、申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

  しかしながら、上記従業員二人及び当時のＡ社の取締役の一人は、「当時、

Ａ社では、新入社員に対し試用期間が設けられており、当該期間中は厚生年

金保険に加入させていなかった。」と証言している。 

  また、オンライン記録から、上記従業員二人は、Ａ社において、昭和 29

年 10 月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる

が、このうち、同年 11 月 19 日に資格を喪失している従業員の一人は、「申



立人は、自分がＡ社を退社する３、４か月前に退社しているので、厚生年金

保険には加入していなかったと思う。」と証言している。 

  これらを総合的に判断すると、Ａ社では、従業員を採用と同時に厚生年金

保険に加入させておらず、採用してから一定期間経過後に加入させる取扱い

を行っており、申立人は、当該期間が経過する前に同社を退社したため、厚

生年金保険の加入対象者とならなかったことがうかがえる。 

 

２ 申立期間②について、申立人がＣ事業所に就職する際に提出したとみられ

る履歴書の記載から、申立人が昭和 29 年 12 月以降、Ｂ事業所に勤務してい

たことがうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ事業所は、平成９年６月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は、適用事業所で

はなかったことが確認できる。 

また、申立人が当時の同僚として唯一氏名を記憶している従業員は、その

所在が不明であることから、申立人の具体的な勤務期間及び厚生年金保険料

の控除等の状況について確認することができない。 

  さらに、Ｂ事業所の事業主は、「申立人が、当事業所に勤務していたかど

うかは不明であるが、申立期間②当時、当事業所は厚生年金保険の適用事業

所ではなかったため、仮に申立人が勤務していたとしても、給与から厚生年

金保険料は控除していないと思う。」と証言している。 

 

３ 申立期間③について、Ｆ市役所が保管する申立人に係る発令書及び退職願

から、申立人は、昭和 33年８月 18日から 36 年９月 30日まで、Ｃ事業所に

勤務していたことが確認できる。 

  しかしながら、オンライン記録によると、Ｃ事業所は、昭和 44 年 11月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は、適用事業所

ではなかったことが確認できる。 

  また、申立人が当時の同僚として唯一氏名を記憶している従業員は、その

所在が不明であることから、厚生年金保険料の控除等の状況について確認す

ることができない。 

  さらに、Ｇ組合保管の申立人に係る組合員原票から、申立人が申立期間③

のうち、昭和 34 年１月１日から 36 年 10 月１日までの期間、同組合に加入

していることが確認できる。 

 

４ 申立期間④について、Ｄ事業所から事業を継承したＨ事業所の事業主が保

管する旧職員名簿の記載から、申立人は、昭和 36 年 10 月２日から 37 年４

月 21日まで、Ｄ事業所で勤務していたことが確認できる。 

  しかしながら、上記名簿では、73人の従業員が確認できるところ、オンラ



イン記録から、このうち 19 人については、Ｄ事業所において厚生年金保険

に加入していることが確認できない。 

  また、Ｄ事業所の元従業員の一人は、「私は、Ｄ事業所で３年程度勤務し

たはずである。」と証言しているが、オンライン記録から、当該元従業員は

同事業所において、昭和 35 年８月７日に厚生年金保険被保険者資格を取得

し、36 年７月 11 日に被保険者資格を喪失していることが確認でき、その被

保険者月数は 11 か月であるところ、同事業所における被保険者資格喪失日

直後の同年７月 12 日に、別の事業所で被保険者資格を取得していることが

確認できることから、当該元従業員は、35年８月７日以前から、事業所で勤

務していたことがうかがわれる。 

 これらを総合的に判断すると、Ｄ事業所では、必ずしも従業員の全員を採

用と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、加入させたとしても、

採用してから相当期間経過後に加入させていたと考えられる。 

 

５ このほか、申立人のいずれの申立期間においても、厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②、③及び④に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



新潟厚生年金 事案 1049 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 45年 12 月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

厚生年金保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

    申立期間当時は、Ａ職種として、Ｂ地方Ｃ区のＤ施設にあったＥ社に勤務

していた。 

厚生年金保険の事務は、Ｆ区Ｇ町にあったＥ社の事務所で行っていたと思

うが、間違いなく同社に２年間ほど勤めたので、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、Ｅ社において厚生年金保険に加入していたことが確

認できる複数の従業員の証言から、期間は特定できないものの、申立人が同社

に勤務していたことが推認できる。 

   しかしながら、Ｅ社は既に廃業している上、当時の事業主及びその妻はいず

れも、「申立人を記憶していない。」と証言していることから、申立期間当時に

おける勤務状況及び厚生年金保険料の控除の状況について確認することがで

きない。 

   また、オンライン記録によると、Ｅ社は昭和 44 年４月１日に厚生年金保険

の適用事業所になっており、同年３月 31 日以前の期間については適用事業所

でないことが確認できる。 

   さらに、申立人は申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

        このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で



きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1050（事案 423の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 27年７月１日から 28年１月 15日まで 

             ② 昭和 28年４月８日から同年 11月 21日まで 

             ③ 昭和 29年１月５日から同年３月 30日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社Ｂ営業

所において勤務した期間のうち、申立期間①、②及び③が厚生年金保険被保

険者期間となっていないことが分かった。 

    最初の申立ては認められなかったが、その後、Ａ社Ｂ営業所において、申

立期間当時の冬期に一緒にソリで配達をしていた同僚の姓を思い出したの

で、再度調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、以前の申立てに係る調査において、同僚

の証言から、期間は特定できないものの、申立人が申立期間にＡ社Ｂ営業所に

勤務していたことが推認できるが、オンライン記録及び同僚の証言により、当

該事業所では、申立人を含め複数の従業員が厚生年金保険に通年加入していな

かったことが確認できることから、同社では、季節に応じて厚生年金保険への

加入の取扱いを変更していたことがうかがえる。また、Ａ社に係る健康保険厚

生年金保険事業所別被保険者名簿では、申立期間において健康保険の番号に欠

落は無く、申立人の記録が失われたものとは考え難いことなどにより、既に当

委員会の決定に基づき平成21年６月10日付けで年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

   申立人は、新たな情報として、申立期間当時の冬期に一緒にソリで配達をし

ていた同僚の姓を思い出したとして再申立てを行っているが、Ａ社に係る健康



保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、当該同僚と同姓の者が厚生年

金保険に加入していることが確認できるものの、その所在は不明であることか

ら、申立人の申立期間当時における厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができず、このほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当

たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1051 

 

第１ 委員会の結論 
申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 
 
第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏    名 ： 女 
    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 11年４月１日から 12年１月 18日まで 

    年金を受給し始めたところ、金額が少ないので、社会保険事務所（当時）

に問い合わせに行ったが、申立期間の標準報酬月額が違っていることが分か

った。 

    このため、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった

平成 12年１月 18日の後の同年２月３日付けで、申立人の申立期間における標

準報酬月額が、47万円から 18万円に訂正されていることが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間当時に同社の

取締役であったことが確認できる。 
   また、申立人は、標準報酬月額の減額の遡及

そきゅう

訂正について、「社会保険事務

所の職員からそのような説明は受けておらず、知らなかった。」と主張してい

るが、Ａ社の代表取締役と当時の従業員はいずれも、「当時、会社の業積は倒

産前で非常に悪かった。申立人は、経理事務全般を担当しており、給与計算や

社会保険の手続も行っていた。」と証言しており、申立人自身もそれを認めて

いる。 

   さらに、年金事務所から提出された滞納処分票の事蹟
じ せ き

において、Ａ社は、平

成９年ごろから、社会保険料を滞納していたことが確認できるが、同社が、厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった直後の 12年１月 27日に、申立人が社

会保険事務所を訪れていたことが確認できるほか、それ以前の期間においても、

申立人が社会保険事務所を訪れていることが確認できることから、同社の取締

役であり、社会保険事務を担当していた申立人が当該減額処理に関与していな



いとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の取締役として、自ら

の標準報酬月額の減額訂正処理に関与しながら、当該標準報酬月額の減額処理

が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 



新潟厚生年金 事案 1052 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 38年５月２日から同年 11月１日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社Ｂ事業

所に勤務していた期間のうち、申立期間が、厚生年金保険被保険者期間とな

っていないことが分かった。 

国（厚生労働省）の記録では、Ａ社の子会社であるＣ社における厚生年

金保険被保険者記録に間違いは無いが、Ａ社Ｂ事業所へ移籍してからの約

６か月間については、厚生年金保険の加入記録が確認できず、当該事業所

における資格取得日は昭和 38年 11月１日となっている。 

私は、昭和 38 年５月２日付けで、Ｃ社からＡ社Ｂ事業所へ移籍になり、

申立期間中も当該事業所に勤務し、厚生年金保険に加入していたと記憶し

ているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ事業所から提出された申立人に係る在籍証明書及び雇用保険の加入

記録から、申立人が申立期間において、当該事業所に勤務していたことが確認

できる。 

しかしながら、申立人は、自身の業務内容について、「Ｃ社のときとＡ社Ｂ

事業所のときでは全然違う。」としている上、Ａ社Ｂ事業所から提出された申

立人に係る社員台帳において、申立人の「職歴」欄に「38 年４月Ｃ社退社」

と記載されていることが確認でき、当該事業所の社会保険事務担当者は、申立

人について、「Ｃ社を一度退社して、改めて、Ａ社に採用されたものと思われ

る。」と証言していることから、両社における業務内容、勤務形態の同質性及

び継続性は認められず、当該事業所は、子会社であるＣ社から移籍したと主張

する申立人を、新規採用者として取り扱っていたことがうかがわれる。 



また、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立期

間及びその前後に、当該事業所において、厚生年金保険被保険者資格を取得し

ていることが確認できる従業員のうち、新規採用者 11 人に照会したところ、

いずれの従業員も、資格取得日の約６か月前に入社したとしている上、このう

ち８人は、「入社後しばらくの間は、厚生年金保険に加入できない取扱いだっ

たと思う。」と証言していることから、当該事業所は、新規採用者について、

一定期間は厚生年金保険に加入させない取り扱いをしていたことが推認でき、

申立人も同様の取り扱いであったことがうかがわれる。 

さらに、申立人と同様に、Ｃ社からＡ社Ｂ事業所へ移籍したとしている同僚

の１人について、オンライン記録から、Ｃ社における厚生年金保険被保険者期

間とＡ社Ｂ事業所における被保険者期間の間に、申立人と同様、厚生年金保険

の未加入期間が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1053 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 10月５日から 38年５月１日まで 

             ② 昭和 50年 10月１日から 51年秋ごろまで 

             ③ 昭和 42年７月１日から 49年９月１日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ工場（現

在は、Ｂ社）における勤務期間のうち、申立期間①及び②が厚生年金保険被

保険者期間となっていないことが分かった。また、年金事務所において、当

該事業所における厚生年金保険被保険者期間の標準報酬月額を確認したと

ころ、申立期間③当時の標準報酬月額が実際に支給されていた給与額よりも

低額であることが分かった。 

    私は、義父が経営するＡ工場で子供のころから働いていたが、妻と結婚し

た昭和35年10月＊日以降の申立期間①を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

    また、Ａ工場における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 50 年

10 月１日となっているが、私が当該事業所を退職したのはもう少し後だっ

たのではないかと思うので、調査の上、申立期間②を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

    さらに、昭和 42年７月以降、妻の給与と併せて、合計 15万円程度の給与

を支給されていたと思うので、調査の上、標準報酬月額の記録を訂正してほ

しい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 



第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ｂ社の回答から、申立期間①当時、申立人がＡ工場

に勤務していたことが推認できる。 

    しかしながら、オンライン記録によると、Ａ工場は、昭和 38 年５月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①当時は、適用事業所

ではなかったことが確認できる上、Ｂ社は、申立期間①について、「事業所

が厚生年金保険に加入していない期間なので、保険料の控除はしていない。」

と回答していることから、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の適用状

況について、確認することができない。 

    また、オンライン記録から、申立人は、昭和 35 年 10 月１日から 38 年２

月１日までの期間、国民年金に加入しており、このうち、昭和 37 年度の９

か月については保険料を納付していることが確認できる。 

 

  ２ 申立期間②について、オンライン記録から、申立人のＡ工場における厚生

年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 50年 10月１日であることが確認で

きるところ、申立人の妻は、「申立人がＡ工場を退職したのは、昭和 50年９

月 30日ではなく、もう少し後のことであったと思う。」と申し立てている。 

    しかしながら、Ｂ社は、申立期間②当時の申立人の在籍や厚生年金保険料

の控除について「不明である。」と回答している上、申立人のＡ工場におけ

る退職日を記憶している従業員は確認できないことから、申立期間②におけ

る申立人の勤務実態や厚生年金保険の適用状況について、確認することがで

きない。 

    また、オンライン記録から、申立人は、昭和 50年 10月１日に国民年金の

被保険者資格を取得していることが確認できるが、その妻は、「国民年金の

加入手続は、申立人本人が行った。」としていることから、当時、国民年金

の加入手続を行った申立人は、自身のＡ工場における厚生年金保険被保険者

資格の喪失日が、同日であったことを認識していたことがうかがえる。 

    さらに、Ａ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立期間

②において申立人の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も無いことか

ら、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたものとは考え難

い。 

 

  ３ 申立人は、申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

    このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  ４ 申立期間③について、申立人の妻は、「自分の給与と併せて、15万円程度

の給与を支給されていたはずである。」と主張しているが、申立人は、申立

期間③の給与明細書等を保管していない上、Ｂ社は、「申立期間③について、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除したか否か

については、資料の保管が無いことから不明である。」と回答していること

から、申立期間③における申立てどおりの給与支給額及び厚生年金保険料の

控除額について確認することができない。 

    また、オンライン記録から、Ａ工場において厚生年金保険に加入している

ことが確認できる従業員のうちの一人は、「Ａ工場において厚生年金保険に

加入していた期間の標準報酬月額について、『ねんきん定期便』に記載され

た額に疑問な点は無かった。」と証言している。 

    このほか、申立期間③について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③についてその主張する標

準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1054 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 10月５日から 38年５月１日まで 

             ② 昭和 49年９月１日から同年秋ごろまで 

             ③ 昭和 42年７月１日から 49年９月１日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ工場（現

在は、Ｂ社）における勤務期間のうち、申立期間①及び②が厚生年金保険被

保険者期間となっていないことが分かった。また、年金事務所において、当

該事業所における厚生年金保険被保険者期間の標準報酬月額を確認したと

ころ、申立期間③当時の標準報酬月額が実際に支給されていた給与額よりも

低額であることが分かった。 

    私は、結婚した昭和 35年 10月ごろから、嫁ぎ先が経営していたＡ工場に

おいて勤務を開始し、49 年秋ごろまで勤務したので、申立期間①及び②を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    また、昭和 42年７月以降、夫の給与と併せて、合計 15万円程度の給与を

支給されていたと思うので、調査の上、標準報酬月額の記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ｂ社の回答から、申立期間①当時、申立人がＡ工場

に勤務していたことが推認できる。 

    しかしながら、オンライン記録によると、Ａ工場は、昭和 38 年５月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①当時は、適用事業所



ではなかったことが確認できる上、Ｂ社は、申立期間①について、「事業所

が厚生年金保険に加入していない期間なので、保険料の控除はしていない。」

と回答していることから、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の適用状

況について、確認することができない。 

    また、申立人は、「昭和 35 年 10 月１日より前の期間は、Ａ工場が厚生年

金保険の適用事業所ではなかったことを認識している。」としているなど、

申立人が申立期間①において、厚生年金保険に加入していたことがうかがえ

ない。 

 

  ２ 申立期間②について、オンライン記録から、申立人のＡ工場における厚生

年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 49 年９月１日であることが確認で

きるところ、申立人は、「自分がＡ工場を退職したのは、昭和 49 年８月 31

日ではなく、同年秋ごろであったと思う。」と申し立てているが、Ｂ社は、

申立期間②当時の申立人の在籍や厚生年金保険料の控除について「不明であ

る。」と回答している上、申立人のＡ工場における退職日を記憶している従

業員は確認できないことから、申立期間②における申立人の勤務実態や厚生

年金保険の適用状況について、確認することができない。 

    また、Ａ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立期間②

において申立人の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も無いことから、

申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたものとは考え難い。 

 

  ３ 申立人は、申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

    このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  ４ 申立期間③について、申立人は、「夫の給与と併せて、15万円程度の給与

を支給されていたはずである。」として申し立てているが、申立人は、申立

期間③の給与明細書等を保管していない上、Ｂ社は、「申立期間③について、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除したか否か

については、資料の保管が無いことから不明である。」と回答していること

から、申立期間③における申立てどおりの給与支給額及び厚生年金保険料の

控除額について確認することができない。 

    また、オンライン記録から、Ａ工場において厚生年金保険に加入している



ことが確認できる従業員のうちの一人は、「Ａ工場において厚生年金保険に

加入していた期間の標準報酬月額について、『ねんきん定期便』に記載され

た額に疑問な点は無かった。」と証言している。 

    このほか、申立期間③について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③についてその主張する標

準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1055 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 25年４月１日から 26年 10 月 23日まで 

             ② 昭和 26年 10月 24日から 32年４月 21日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間①

及び②が脱退手当金支給済期間となっていることが分かった。 

    しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、調査の上、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳の保険給付欄には、脱退手当金の支

給記録が確認できるとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤り

も無い上、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月半

後の昭和 32年６月 10日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

   また、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿におい

て、申立人が記載されているページとその前後計６ページに記載されている脱

退手当金受給資格者 48 人の支給記録を確認したところ、支給記録がある被保

険者は 32人であることが確認でき、このうち 23人が資格喪失日から６か月以

内に脱退手当金の支給決定がなされているとともに、連絡先が判明した３人は、

「請求手続を事業所で代行してもらった。」と証言している上、同社の後継企

業であるＣ社の事業主も、「当時は、脱退手当金の請求手続を代行していたと

思われる。」と回答していることを踏まえると、申立人についても代理請求が

なされた可能性が高いものと考えられる。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1056 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 35年４月から 39年２月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

厚生年金保険被保険者期間となっていなかったので、社会保険事務所（当時）

に照会したところ、やはり、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となって

いなかった。 

    当時、給与から厚生年金保険料を控除されていたと記憶しているので、給

与明細書等の資料は無いが、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた当時の同僚として、申立人が卒業した中学校

の１年先輩の者の氏名を挙げているところ、当該同僚は、「私は、昭和 34年４

月から 38年 12月ごろまで、Ａ社に勤務していたと思うが、申立人より２か月

ほど早く辞めた。」と証言している上、当該同僚が氏名を挙げている別の従業

員が、同社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、同社

で厚生年金保険に加入していることが確認できることから、期間は特定できな

いものの、申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によ

ると、同社は、昭和 33 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

が、同年８月 28 日には適用事業所ではなくなっており、申立期間当時は適用

事業所ではなかったことが確認できる。 

また、オンライン記録において、申立人が、中学校の１年先輩であるとする

上記同僚は、Ａ社で厚生年金保険に加入していることが確認できない上、申立

人が申立期間当時の事業主として氏名を挙げている者は、同社に係る健康保険



厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、同社で厚生年金保険に加入して

いることが確認できるが、オンライン記録において、申立期間における同社で

の厚生年金保険の加入記録は確認できない上、申立期間のうち、昭和 36 年４

月１日以降の期間については国民年金に加入し、保険料を納付していることが

確認できるなど、申立人が申立期間に厚生年金保険に加入していたことがうか

がえない。 

さらに、Ａ社は既に廃業しており、当時の事業主は亡くなっていることから、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない上、同社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により氏名

が確認できる同僚はすべて、亡くなっているか、所在が確認できないため証言

を得ることができない。 

加えて、申立人は申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 32年４月１日から 35年４月 21日まで 

             ② 昭和 35年５月７日から同年８月 18日まで 

    年金事務所による脱退手当金の調査において、Ａ社に勤務した申立期間①

及びＢ社に勤務した申立期間②がいずれも、脱退手当金支給済期間となって

いることが分かった。 

    しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から２か月後の昭和 35 年 10 月 18 日に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人が勤務していたＢ社において、申立人の厚生年金保険被保険者

資格喪失日である昭和35年８月18日の前後の各３年間に脱退手当金の支給記

録が確認できる二人の女性従業員のうちの一人は、「Ｂ社が、脱退手当金の請

求手続を代行していたと聞いたことがあり、私も銀行で一時金を受け取ったよ

うな記憶がある。」と証言していることから、申立人についても、事業主によ

る代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 31年８月から 32年５月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

厚生年金保険被保険者期間となっていなかったので、社会保険事務所(当時)

に照会したところ、やはり、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となって

いなかった。 

私は、公共職業安定所の紹介でＡ社に就職し、正社員として勤務していた。

また、当時、社長とその夫人が経理を担当していたことや、同僚３人の名字

も記憶している。 

調査をして、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶するＡ社の所在地、同社の事業内容及び申立期間当時の事業主

の経歴が、同社に係る商業登記簿謄本の記載内容、及び同社に係る健康保険厚

生年金保険事業所別被保険者名簿において、同社で厚生年金保険に加入してい

ることが確認できる元従業員３人の証言と一致することから、申立人が、同社

に勤務していたことは否定できない。 

しかしながら、Ａ社は既に解散している上、当時の事業主及び取締役は既

に亡くなっているか、その所在が不明であることから、申立人の同社におけ

る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、照会することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から、同社

において厚生年金保険被保険者資格を取得している元従業員は９人であるこ

とが確認できるところ、このうち、所在が確認できた元従業員３人はいずれ

も、「申立人のことは記憶に無い。」と証言している。 

さらに、申立人が、当時の同僚として３人の名字を挙げているが、このう



ち２人については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

において、その名字の被保険者が確認できる一方、残る１人については、当

該被保険者名簿にその名字の被保険者は確認できない。 

加えて、申立人は、申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1059 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 27年３月１日から 30年４月１日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ事業所に

勤務した期間のうち、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となっていない

ことが分かった。 

    私は、Ａ事業所に昭和 30 年４月１日まで引き続き勤務し、申立期間中も

給料から厚生年金保険料が控除されていた記憶があるので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録から、申立人は、昭和 24年８月１日から 27年３月１日まで

Ａ事業所で厚生年金保険に加入していることが確認できることから、申立期間

も引き続き当該事業所に勤務していた可能性は否定できないものの、申立期間

内に当該事業所で厚生年金保険に加入していたことが確認できる複数の従業

員からは、申立人が、申立期間も引き続き、当該事業所で勤務していたという

証言は得られなかった。その上、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、当時の事業主も亡くなっていることから、申立人が、申

立期間も引き続き、当該事業所で勤務していたことを確認することができない。 

   また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、申

立期間において申立人の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も無いこと

から、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたものとは考え難

い。 

   さらに、申立人は申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1060 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 19年４月 20日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 25年４月ごろから同年６月ごろまで             

    申立期間①及び②について、社会保険事務所（当時）に照会したところ、

厚生年金保険に加入した事実が無い旨の回答を受けた。 

申立期間①を含むＡ社に勤務していた期間の前後の期間は、Ｂ機関のＣ事

業所で勤務し、Ｄ物資の輸送を担当していた。同社がＤ物資を製造していた

ことから、私は、Ｂ機関から同社に出向したが、Ｂ機関に復職したのは、昭

和 19年６月になってからであると記憶している。 

また、申立期間②について、昭和 25 年４月ごろ、公共職業安定所の紹介

でＥ社Ｆ支社(現在は、Ｇ社Ｆ工場)に採用され、製造工員として勤務したが、

３か月程度勤務したのち、健康を害して依願退職した。 

いずれの申立期間についても給与明細書等の資料は無いが、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めて欲しい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿に

おいて、申立期間①中に、同社で労働者年金保険に加入していたことが確認

できる複数の元従業員に照会したが、いずれの元従業員も、「申立人を記憶

していない。」と証言していることに加え、同社は既に廃業し、当時の事業

主の所在も確認できないことから、申立人の申立期間①に係る勤務実態及び

労働者年金保険料の控除について確認することができない。 

    また、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿には、申立期間①

において申立人の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も無いことから、

申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたものとは考え難い。 



  ２ 申立期間②について、Ｇ社Ｆ工場は、「申立期間②当時の労働者名簿及び

健康保険被保険者台帳等は保管されていないため、申立人が当社に勤務して

いたかどうかは不明である。」と回答している上、Ｅ社Ｆ支社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間②中に、当該事業所で厚生

年金保険に加入していたことが確認できる複数の元従業員に照会したが、い

ずれの元従業員も、「申立人を記憶していない。」と証言していることから、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

    また、Ｅ社Ｆ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立期

間②において、申立人の氏名は無い上、整理番号に欠落も無いことから、申

立人に係る社会保険事務所の記録が失われたものとは考え難い。 

 

  ３ 申立人は、いずれの申立期間についても事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていた具体的な記憶が無く、いずれの申立期間についても厚

生年金保険料が控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無

い。 

  このほか、申立人のいずれの申立期間についても、厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1061 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 62年 10月 21日から 63 年５月 30日まで 

    「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が

厚生年金保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

私は、昭和 63年５月 20日ごろに面接を受け、同年５月 30日ごろからＡ

社で勤務を開始したが、同社入社時に当時の専務から、「Ｂ事業所で厚生年

金保険被保険者資格を喪失した、昭和 62年 10月 21日以降の厚生年金保険

料をさかのぼって納付すれば、その期間を厚生年金保険の被保険者期間と

することができる。」と言われたことを記憶しているので、申立期間の保険

料も、給与から控除されていたのではないかと思う。 

    しかし、国（厚生労働省）の記録では、Ａ社における厚生年金保険被保険

者資格の取得日は、昭和 63年５月 30日となっているので、調査の上、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 63年５月 30日ごろからＡ社で勤務を開始した。」と申し立

てているところ、厚生年金保険被保険者資格取得の時期について、厚生年金保

険法第 13 条は、被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日に、被保険

者の資格を取得する旨規定していることから、申立人が、Ｂ事業所で被保険者

資格を喪失した昭和 62 年 10 月 21 日に、Ａ社における被保険者資格を取得す

ることはできない。 
   また、Ａ社は、「申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を控除していない。」

と回答しているところ、同社が保管する昭和 63年分及び 64年分の源泉徴収簿

兼賃金台帳において、申立期間に係る厚生年金保険料が、申立人の給与から控

除された形跡は認められない。 



   さらに、申立人は、「Ａ社入社時に当時の専務から、『Ｂ事業所で厚生年金保

険被保険者資格を喪失した、昭和 62 年 10 月 21 日以降の厚生年金保険料をさ

かのぼって納付すれば、その期間を厚生年金保険の被保険者期間とすることが

できる。』と言われたことを記憶している。」と申し立てているが、Ａ社は、「そ

のような説明をしたことはない。」と回答している上、申立人とほぼ同時期に、

同社に入社した二人の従業員はいずれも、「そのような説明を受けていない。」

と証言している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1062（事案 800の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 33年４月１日から 37年９月 10日まで 

             ② 昭和 38年１月 10日から 42年 10月 11日まで 

平成 17 年５月に老齢基礎年金の受給手続を行った際、手続をお願いした

郵便局の人に厚生年金保険のことも調べていただいたところ、Ａ工場及びＢ

工場（現在は、Ｃ社）の厚生年金保険被保険者期間については、昭和 43 年

３月 13日に脱退手当金として支給済みであると言われた。 

また、「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、やは

り、申立期間は、脱退手当金支給済期間となっていた。 

前回の申立ては認められなかったが、脱退手当金の請求手続きをしていな 

   い旨を記載した書類を提出するので、再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人のＢ工場に係る健康保険厚生年金

保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載され

ているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 43 年３

月 13 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

いこと、及び当該事業所において申立人以外に脱退手当金の支給記録が確認で

きる二人の被保険者原票には、いずれも脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示がある上、このうち一人は、「退職のときに事業主から話があり、説明を

受けた上で受給した。」と証言していることから、既に当委員会の決定に基づ

き平成22年２月24日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

   申立人は、脱退手当金を受給していないとする新たな資料として、脱退手当



金を受け取っていないとする申立人の主張を記載した書類を提出したが、当該

書類は、申立人が申立期間における脱退手当金を受給していないことを示すも

のとは認められず、このほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は

見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していな

いものと認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1066 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 40年 11月７日から 42 年４月１日まで                                         

  「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となっていないこと

が分かった。 

Ｂ社を退職する一週間程度前から、Ａ社に勤務していたことは間違いない

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された社団法人Ｃ発行の手帳の事業者及び事業場の名称欄

に「Ｄ」、就退年月欄に「昭和 40 年 11 月７日就職」、「44 年９月 15 日退職」

とそれぞれ記載されているところ、オンライン記録から、申立期間当時、Ａ社

において厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員は、「Ｄ

は、Ａ社内の一部門であった。」と証言していることに加え、申立人が氏名を

挙げた同僚は、「私は、昭和 40年９月にＡ社に入社した。申立人は、私が入社

して２か月程度経過してから、同社に入社した。」と証言していることから、

申立人が、申立期間において、同社に勤務していたことがうかがえる。 

   しかしながら、Ａ社は既に廃業している上、事業主は亡くなっていることか

ら、申立期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について確

認することができない。 

   また、申立人から提出された昭和 42 年度住民税特別徴収税額票（特別徴収

義務者用）の「社会保険料控除」欄には控除金額が記載されていないことから、

申立人は、昭和 41年１月分から同年 12月分までの給与から、厚生年金保険料

を控除されていなかったことが確認できる。 

   さらに、申立人から提出された昭和 42 年４月分から同年 12月分までの給料



支払明細書において、合計２万 880円の社会保険料が給与から控除されている

ことが確認できるが、同年分給与所得の源泉徴収票の「社会保険料の金額」欄

の控除額、及び昭和 43年度住民税特別徴収税額の納税者あて通知書（個人用）

の「社会保険料額」欄の控除額は、いずれも２万 880円であることが確認でき

ることから、申立人は、42 年１月分から同年３月分までの給与から、厚生年

金保険料を控除されていなかったことが推認できる。 

   加えて、申立人が氏名を挙げた同僚、及びオンライン記録から、Ａ社におい

て厚生年金保険に加入していることが確認できる同僚二人はいずれも、「入社

日と厚生年金保険被保険者資格の取得日は一致していない。」と証言している

ことから、当時、同社では、必ずしも採用と同時に従業員を厚生年金保険に加

入させていなかったことがうかがえる。 

   また、申立人は、申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1067 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 30年４月１日から 39年 10月１日まで 

             ② 昭和 40年５月２日から 41年３月 17日まで 

    Ａ社を昭和 41 年３月に退職後、会社の勧めもあり、同社に係る厚生年金

保険被保険者期間を支給対象期間とする脱退手金を受給してしまい、厚生年

金保険の受給額が少なくなってしまった。 

    ところが、年金事務所の職員が来訪した際、年金記録確認第三者委員会に

対して、受給した脱退手当金に係る確認申立てをするかどうかの話があった

ので、脱退手当金支給済みとなっている申立期間に係る年金が受給できるか

もしれないと思い、確認申立書を提出することにした。 

     調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３  委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る申立期間①及び②の健康保険厚生年金保険被保険者原

票にはいずれも、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されている

とともに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金請求に係

る照会に対する回答と思われる記載（昭和 41 年４月８日回答）が確認できる

上、申立期間の脱退手当金は、その支給対象期間について、支給額に計算上の

誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から２か月後

の昭和 41年５月 20日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

   また、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受領したことを認めており、

請求手続については、Ａ社に代行してもらったと申し立てているなど、申立人

が申立期間に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1068 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 30年 11月１日から 32 年９月１日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となっていない

ことが分かった。 

    申立期間も引き続きＡ社に勤務し、当時、給与から厚生年金保険料が控除

されていたと記憶しているので、申立期間を厚生年金保険被保険期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間も、引き続きＡ社に勤務していた。」としているが、Ａ

社は、「申立人が勤務していた当時の資料は処分したため、申立人が当社に勤

務していたかどうかは不明である。」と回答している上、同社に係る健康保険

厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、申立期間当時、同社で厚生年金

保険被保険者資格を取得していることが確認できる従業員に照会したところ、

回答のあった二人は、「申立人のことは知らない。」、「申立人と一緒に勤務した

記憶は無い。」と回答していることから、申立人が、申立期間も引き続き、同

社に勤務していたことが確認できない。 

また、申立人は、申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1069 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 58年 11月７日から 59年２月 25日まで 

             ② 昭和 60年６月１日から同年９月 20日まで 

             ③ 昭和 60年 11月 19日から 61年３月 31日まで 

    「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、臨時職員と

して勤務していた期間が、厚生年金保険被保険者期間となっていないことに

気づいて、社会保険事務所（当時）に照会したが、やはり、厚生年金保険被

保険者期間となっていなかった。 

   いずれの申立期間も、Ａ県教育庁Ｂ教育事務所管内の中学校でＣ職種とし

て勤務していた。申立期間と同様に、臨時職員として小学校で勤務したとき

の期間は、厚生年金保険被保険者期間となっているのに、中学校で勤務した

ときの期間が、被保険者期間となっていないのはおかしいと思う。 

    Ａ県教育委員会から、臨時職員の発令を受けた時点で、当然に厚生年金保

険に加入していたものと思っていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立人の履歴書及び辞令書から、申立人が、申立期間

①及び②においては、Ａ県教育庁教育事務所管内のＤ市立Ｅ中学校に、申立期

間③においては、同事務所管内のＤ市Ｆ中学校に、それぞれ勤務していたこと

が確認できる。 

   しかしながら、Ａ県教育庁Ｂ教育事務所は、「申立人に係る給料個票の余白

に、社会保険加入に関するメモがあり、昭和 57 年９月１日、59 年 10 月１日

及び 61 年６月 12 日の採用時には、社会保険加入の旨の記載が確認できるが、

58年 11月７日、60年６月１日及び同年 11 月 19日の採用時には、その記載が



確認できないことから、申立期間当時は、社会保険の加入手続を行わなかった

のではないかと考える。」と回答している。 

   また、Ａ県教育庁Ｂ教育事務所は、「厚生年金保険加入の判断は、期間更新

を含まない最初の辞令書記載の採用期間により判断していた。採用期間が２か

月ないしは３か月間の比較的短期間の者は加入手続を行わずに、保険料控除も

行っていなかった例が多い。」と回答しているところ、申立人の辞令書から、

いずれの申立期間においても、最初の採用期間は２か月 22 日であることが確

認できる上、申立人が、申立期間①及び②において勤務したＤ市立Ｅ中学校の

事務職員は、「申立人に係る厚生年金保険加入手続を行ったかどうか、全く記

憶に無い。」としている。 

   さらに、Ａ県市町村立学校臨時職員取扱規程第 19条では、「臨時職員につい

ては、法令の定めるところにより、健康保険、厚生年金保険等に加入させるも

のとする。ただし、これに代わる保険の被保険者又は被保険者の扶養親族であ

る場合はこの限りでない。」と規定しているところ、申立人の父が、厚生年金

保険に加入していた事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申

立人は、いずれの申立期間中も、その父の被扶養者となっていることが確認で

きる。 

   このほか、申立人のいずれの申立期間においても厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1070 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月２日から 49 年３月 21日まで 

    老齢年金を受給できる年齢に近づいたため、社会保険事務所(当時)に行き、

厚生年金保険の加入記録について調べてもらったところ、Ａ社に勤務してい

た期間が、厚生年金保険被保険者期間となっていなかった。 

Ａ社では、季節労働者として勤務したが、雇用保険に加入していたので、

厚生年金保険にも加入していたのではないかと思う。 

調査をして、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保管していた失業保険被保険者離職票及び雇入契約書から、申立人

は申立期間当時、Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「現在、当社に保管されている申立期間当時の資料

は、健康保険厚生年金保険被保険者名簿のみであるが、当該名簿には申立人の

氏名が確認できない上、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の得喪に関す

る届出及び保険料の控除についても確認できない。」と回答していることから、

厚生年金保険の適用状況について、確認することができない。 

また、オンライン記録から、申立期間当時、Ａ社において、厚生年金保険被

保険者資格を取得していることが確認できる元従業員のうち、季節労働者とし

て、同社に勤務していたとしている複数の元従業員は、自身の記憶する勤務期

間と被保険者期間が一致しないと証言していることから、同社においては、必

ずしもすべての季節労働者を厚生年金保険に加入させていなかったことがう

かがえる。 

さらに、申立人は、「Ａ社には、同じ集落の人４人程度と一緒に勤務した。」

と申し立てているところ、これら同僚のうち１人の氏名を挙げているが、オン



ライン記録から、当該同僚は、申立期間中、同社において厚生年金保険に加入

していることが確認できない。 

加えて、申立人からは、上記同僚の一人を除き、他の同僚の氏名を聴取する

ことができず、厚生年金保険の加入状況について確認できない上、申立人は、

同僚からの聴取を希望していないことから、申立期間当時における厚生年金保

険料の控除の状況について確認することができない。 

また、申立人は、申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1071 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 18年６月から 19年１月５日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となっていないこと

が分かった。 

    Ａ社には、昭和 18 年の中ごろから勤務しているので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に入社してすぐに、新しい岸壁ができたと記憶している。」

としているところ、Ａ社の会社経歴書に、当該岸壁は昭和 18 年９月に構築さ

れた旨の記載が確認できることから、期間は特定できないものの、申立人が申

立期間当時、Ａ社に勤務していたことがうかがえる。 

   しかしながら、申立人が、Ａ社に同一日に入社したと記憶する同僚の、厚生

年金保険被保険者資格取得日は、同社に係る健康保険労働者年金保険被保険者

名簿から、申立人の取得日と同じ昭和 19年１月５日であることが確認できる。 

   また、申立人が、自分より１か月ないし２か月前にＡ社に入社したとする先

輩従業員は、同社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿から、申立人が、

同社において被保険者資格を取得した日の直前の昭和 19 年１月３日に資格を

取得していることが確認できることから、当時、同社では、必ずしも採用と同

時に従業員を厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

   さらに、Ａ社は、既に厚生年金保険適用事業所ではなくなっており、当時の

事業主の所在も不明である上、上記同僚及び申立人が氏名を記憶している上司

はいずれも亡くなっていること並びに上記先輩従業員から具体的証言も得ら

れないことから、申立期間における、申立人の同社での勤務実態及び保険料の



控除について確認することができない。 

   加えて、申立人は、申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1072 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 27年５月から 28年 12月まで 

             ② 昭和 30年９月から 31年 11月まで 

             ③ 昭和 31年 11月から 32年７月まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社Ｂ班（現

在は、Ｃ社）で勤務した申立期間①及び③、並びにＡ社（現在は、Ｄ社）Ｅ

作業所で勤務した申立期間②が、厚生年金保険被保険者期間となっていない

ことが分かった。 

いずれの申立期間も、勤務していたことは確かなので、調査を行い、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「Ａ社Ｂ班で勤務した後、同社Ｅ作業所

で勤務し、再び、同社Ｂ班で勤務した。」と申し立ているところ、申立人が、

「Ａ社Ｅ作業所では、社員採用試験前の研修のため勤務した。」と申し立て

ていること、及び昭和 25 年４月から、Ａ社Ｂ班で勤務していたとする従業

員の一人が、「申立人のことを知っている。申立人はＢ班を退職後、Ａ社に

入社したと思う。」と証言していることを合わせて考えると、期間は特定で

きないものの、申立人が、申立期間①当時、当該事業所に勤務していたこと

がうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録において、Ａ社Ｂ班という名称の厚生年金

保険適用事業所は確認できず、Ｃ社についても、申立期間③以後の昭和 40

年１月４日に、厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適

用事業所ではなかったことが確認できる。 

さらに、上記従業員は、「Ａ社Ｂ班は、厚生年金保険の適用事業所ではな



かったので、自分も当該事業所における厚生年金保険の加入記録が無い。申

立人も記録が無いはずである。」と証言している。 

 

２ 申立期間②について、申立人が保管している写真から、期間は特定できな

いものの、申立人は、Ａ社Ｅ作業所で勤務していたことが推認できる。 

  しかしながら、オンライン記録において、Ａ社Ｅ作業所という名称の厚生

年金保険の適用事業所は確認することができない。 

  また、申立人は、「Ａ社Ｅ作業所では、社員採用試験前の研修のため勤務

した。」と申し立てているところ、Ｄ社は、「当社が保管している社員リスト

に記録が無いことから、申立人は、少なくとも正社員ではなかったものと推

測され、厚生年金保険に加入していなかった可能性が高い。」と回答してい

る。 

  さらに、オンライン記録から、Ａ社で昭和 31 年４月１日に厚生年金保険

の被保険者資格を取得し、同年５月５日に資格を喪失していることが確認で

きる従業員のうちの一人は、「自分は、Ａ社で半年程度勤務したが、そのう

ち５か月間は見習いとして勤務しており、自分が同社の正社員として勤務し

たのは１か月間程度であった。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、Ａ社は、申立期間②当時、雇用する従業員

については、その従業員が正社員でない場合は、厚生年金保険の加入対象者

として取り扱っていなかったことがうかがえる。 

 

  ３ 申立期間③について、申立人は、「Ａ社Ｅ作業所で勤務した後、再び、同

社Ｂ班で勤務した。」と申し立てているものの、「申立人のことを知ってい

る。」と証言した上記従業員は、「申立人がＡ社に入社した後、再度、Ｂ班に

勤務したことは知らない。」と証言している上、Ｃ社は、「申立期間当時、当

社は、Ａ社Ｂ班という名称だったことは間違いないが、申立人が勤務したか

どうかは不明である。」と回答しており、他に、申立人のＡ社Ｂ班における

勤務を証言する従業員は見当たらないことから、申立人が申立期間③当時、

当該事業所に勤務したことは確認できない。 

  また、申立期間①と同様、オンライン記録において、Ａ社Ｂ班という名

称の厚生年金保険適用事業所は確認できず、Ｃ社についても、昭和 40年１

月４日に、厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用

事業所ではなかったことが確認できる。 

  さらに、申立期間①と同様、上記従業員は、「Ａ社Ｂ班は、厚生年金保険

の適用事業所ではなかったので、自分も当該事業所における厚生年金保険

の加入記録が無い。申立人も記録が無いはずである。」と証言している。 

 

４ このほか、申立人のいずれの申立期間についても厚生年金保険料の控除



について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



新潟厚生年金 事案 1073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から同年 11月１日まで 

    年金裁定請求を行った際、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が確認で

きなかったので、社会保険事務所（当時）で調査してもらったが、申立期間

は厚生年金保険被保険者期間として認められなかった。 

今回「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、やは

り、申立期間は厚生年金保険被保険者期間となっていなかった。 

    申立期間中、確かにＡ事業所に勤務していたので、申立期間を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録から、申立期間当時、Ａ事業所において厚生年金保険に加入

していたことが確認できる複数の同僚の証言から、期間は特定できないものの、

申立人が当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

   しかしながら、Ａ事業所は既に廃業している上、当時の事業主は亡くなって

おり、事業主の息子は、「保管している当時の人事資料の中に、申立人の記録

は無い。」と回答していることから、申立人の当該事業所での勤務状況及び厚

生年金保険料の控除の状況について確認することができない。 

   また、当時の事業主の息子は、「申立期間当時、試用期間は、人によって長

さが異なっていた。半年とか１年程度の短期間しか勤められない人は、厚生年

金保険に加入させていなかったと思う。」と回答しているところ、申立人は、

「事業主の了解を得て、大学進学のため夜間の予備校に通っていた。大学進学

のため、昭和 29 年 11 月１日に当該事業所を退職した。」としており、その勤

務期間は短期間であったことがうかがえることから、当該事業所は、申立人を

厚生年金保険の加入対象者として取り扱っていなかったことが推認できる。 



   加えて、申立人は申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

        このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1074 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成 18年 10月１日から 19 年 10月１日まで 

「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となっていなか

ったので、社会保険事務所（当時）に照会したところ、やはり申立期間の記

録が無い旨の回答を受けた。 

Ａ社には、平成 18年６月から 19年９月末まで勤務し、同社勤務期間中は、

厚生年金保険に加入していたはずなので、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「平成 18 年６月から 19 年９月末まで、Ａ社に勤務し、Ｂ社Ｃ工

場に派遣されていた。」と申し立てているが、Ｂ社Ｃ工場は、「申立人は、平成

18年１月 27日から同年９月 16日まで勤務していた。」と回答している上、雇

用保険の記録から、申立人は、平成 18年２月 1日から同年９月 15日まで、Ａ

社において勤務していることが確認できるが、申立人が、申立期間中も引き続

き、同社に勤務していたことは確認できない。 

   また、Ａ社から提出された平成 18 年度賃金台帳において、申立人に対して

は、申立期間に係る給与が支払われたことが確認できない。 

   さらに、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書において、申立人が平成 18年 10月１日に、同社における厚生年金保険被

保険者資格を喪失していることが確認できる。 

   加えて、オンライン記録から、申立人は、申立期間のすべてにおいて国民年

金に加入し、申立期間中は国民年金保険料を法定免除されていることが確認で

きることから、申立人が申立期間中、厚生年金保険に加入していたとは考え難



い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1075 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 平成４年４月１日から同年７月 31日まで 

                          ② 平成５年１月８日から同年２月４日まで 

             ③ 平成５年２月 12日から同年３月 31日まで 

             ④ 平成９年５月 14日から同年６月 13日まで 

             ⑤ 平成９年６月 27日から同年７月 24日まで 

             ⑥ 平成 11年１月８日から同年３月 24日まで 

             ⑦ 平成 11年９月１日から同年 10月 18日まで 

    「ねんきん定期便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ県のＢ町

（現在は、Ｃ市）及びＤ町（現在は、Ｃ市）の小学校で臨時職員として勤務

した期間のうち、厚生年金保険被保険者期間となっていない期間があること

が分かったので、社会保険事務所（当時）に照会したが、やはり、いずれの

期間も厚生年金保険被保険者期間となっていなかった。 

    平成４年４月１日から、Ｂ町立Ｅ小学校（当時）に約１年間勤務した。２

学期に勤務した期間は、厚生年金保険被保険者期間となっているのに、１学

期と３学期に勤務した期間はいずれも、被保険者期間となっていない。 

    また、Ｄ町立Ｆ小学校（当時）で、平成９年５月 14 日以降、約２年６か

月の間に７回の短期間の勤務を繰り返した。このときも、厚生年金保険被保

険者期間である期間とそうでない期間がある。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立人の履歴書から、申立人が、申立期間①、②及び

③においては、Ａ県教育庁Ｇ教育事務所管内のＢ町立Ｅ小学校に、申立期間④、

⑤、⑥及び⑦においては、同事務所管内のＤ町立Ｆ小学校に、それぞれ勤務し



ていたことが確認できる。 

   しかしながら、Ａ県教育庁Ｇ教育事務所は、いずれの申立期間についても、

「関係資料が現存しないため、給与から保険料を控除したかどうかや申立どお

りの届出を行ったかどうかについては不明である。」と回答している。 

   また、Ａ県市町村立学校臨時職員取扱規程第 19条では、「臨時職員について

は、法令の定めるところにより、健康保険、厚生年金保険等に加入させるもの

とする。ただし、これに代わる保険の被保険者又は被保険者の扶養親族である

場合はこの限りでない。」と規定しているところ、オンライン記録から、申立

人は、いずれの申立期間においてもその夫の被扶養者であることが確認できる

上、申立人は、「申立期間中の健康保険証は、夫のものであったと記憶してい

る。」としている。 

   さらに、オンライン記録から、申立人はいずれの申立期間も含む、昭和 61

年４月１日から平成４年９月１日までの期間、同年 12 月 23 日から９年 10 月

９日までの期間、10 年 11 月３日から 11 年４月１日までの期間及び同年７月

31 日から同年 11 月 12 日までの期間は、国民年金の第３号被保険者であるこ

とが確認でき、申立人がいずれの申立期間においても、厚生年金保険に加入し

ていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


